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【設計変更重視発注方式（試行）編】

１ 設計変更重視型発注方式の概要について

１－１ 目的

設計変更重視型発注方式は、建設管理部が発注する請負工事において、受発注者双方の事務負担の軽減を図る

とともに、適切な設計変更を行うことを目的とし、入札時の設計図書作成を簡素化し、設計変更手続きを重視す

るものである。

１－２ 設計書作成手法

（１） 簡略数量算出方式

当初設計の数量算出を簡素化して積算を行い、契約後、設計数量の確定を行うもの。

【適用例】

・ 設計図書に示した平面図や標準断面図等から数量を算出。

・ 積算済みの所定数量を用い、実施延長等に合わせて比例按分して数量を算出。

・ 上記以外の手法により数量を算出。

（２） 概算単価計上方式

建設資材価格等調査や見積徴取が必要な資機材単価・歩掛があった場合、調査等に時間を要する場合は

早期発注の観点から当初設計において類似単価等で発注し、契約後に策定された単価・歩掛で設計変更を

行うもの。

【適用例】

過去の類似品や同等品などの単価・歩掛を用いて設計書作成。

（３） その他手法

上記（１）、（２）以外の手法を使用しないで設計書を作成。

【適用例】

従来どおりの（調査設計等の委託委託成果品の詳細な数量及び図面を用いて）設計書作成

ただし、当初設計書の作成にあたり、簡略数量算出方式や概算単価計上方式等を用いたものについて、特記

仕様書に明示を行うこと。

１－３ 設計変更手続き

（１） 契約締結後、現場着手まで（受注者の設計図書及び現地の確認完了後）に、発注者が初回設計変更確

認会議を開催し、工事範囲の確定、設計図書の確定（概略で発注した項目（数量、単価、歩掛）や設計

図書の修正、現場不符合、工期等）及び設計図書の照査結果等の確認を行うこと。

（２） 工期の２分の１を経過した時期を目安に、発注者が設計変更確認会議を開催し、設計変更内容の過不

足、請負代金額、工期の変更等を確認すること。

（３） 上記（１）、（２）のほか、受発注者いずれかの要請により、設計変更確認会議を開催することができ

る。

（４） 協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者協議の上、設計変更確認会議を省略することが

できる。

（５） 発注者は確定した工事範囲等に基づき再度、工期設定を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期

変更を行う。
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１－４ 従来型および設計変更重視型発注方式の比較

発注方式
従来型の発注方式 設計変更重視型発注方式 備 考

手続き等

通常型数量算出方式 適用 適用可

通常型単価策定方式 適用 適用可

概数等発注 適用可 不可

簡略数量算出方式 － 適用可（拡大設計変更は適用不可）

併用可

概算単価計上方式 － 適用可（拡大設計変更は適用不可）

設計審査時の違算や齟齬 許容しない 許容できる(影響が軽微な場合※1)

入札参加者からの質問時

の違算や齟齬
許容しない 許容できる(影響が軽微な場合※1)

入札時の違算や齟齬 許容しない 許容できる(影響が軽微な場合※1)

初回の設計変更確認会議※2で工事

現場着手 契約後はいつでも可 範囲の確定や設計図書の照査した

後(点在型は箇所ごと)

初回、工期の1／2を経過した時期

設計変更確認会議※2 契約後はいつでも可 を目安、このほか受発注者のいず

れかの要請により開催可

工事施工協議簿 適宜取り交わし 同左 発注方式によらない

(変更指示に至る協議は、必須)
概算額を記載

契約変更に先立ち指示を行う
発注方式によらない

工事内容の変更指示書 場合に取り交わし 同左
概算額を記載

(３割または4,000万円まで)

一括処理 適用可 同左 発注方式によらない

(３割または4,000万円まで)

－

概数確定 必要 (従来の概数に類するものは協議簿

で確定・指示書は不要）

可能(「設計変更重視型発注方式

設計変更 可能 による精査のため」とするが、設

計変更後は従来型と同じ扱い)

拡大設計変更 工事内容の確定後に適用可 同左 発注方式によらない

※１ 軽微が軽微な場合とは、積算条件に係る誤りや設計図書間の不一致等の内容が軽微であり、設計金額は概

ね1割を超えない範囲で入札参加要件の変更が生じない場合等をいう。

※２ 協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者間協議の上、設計変更確認会議を省略することが可能
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２ 設計図書について

設計変更重視型発注方式の対象工事における契約図書は、契約書のほか設計図書とし、以下のとおり扱う。

設計図書

①契約図書として扱うもの

（ア） 仕様書

（イ） 図面

a 位置図

b 設計図（平面図、標準断面図、縦断図）

c 工事数量総括表

（ウ） 質問回答書

（エ） 見積用参考資料

②当初は契約図書として扱わず、設計変更後に契約図書として扱うもの

（ア） 設計図（横断図、仮設構造図、構造詳細図、その他詳細図）

（イ） 参考図

（ウ） 数量算出書

（エ） 設計計算書

上記を整理したものを表－１に示す

・表－１ 設計変更重視型発注方式における契約図書の扱いについて

この表は、設計変更重視型発注方式（試行）実施要領の記載事項を表としてまとめたのものである。

記載以外のものは、設計図書等作成要領による。

設計変更重視型発注方式 （参考）従来の方式

仕様書 契約図書 契約図書
（共通仕様書、特記仕様書）

図面（位置図、設計図（平面図、標準断 契約図書 契約図書
面図、縦断図）、工事数量総括表）

設計図 契約図書としない 契約図書
（横断図、その他詳細図） （設計変更後に契約図書として扱う）

参考図 契約図書としない 契約図書
（設計変更後に契約図書として扱う）

設計計算書 契約図書としない 契約図書
（設計変更後に契約図書として扱う）

数量算出書 契約図書としない 契約図書
（数量集計表、数量算出書） （設計変更後に契約図書として扱う）

質問回答書 契約図書 契約図書

見積用参考資料 契約図書※ 契約図書としない

※見積用参考資料が契約図書となるが、受注者の任意施工を妨げるものではないことに留意すること。

この表に記載以外のものは【請負工事編】を参照すること。
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３ 用語の定義

３－１ 契約関係用語の定義

各種資料の定義は【請負工事編】「２用語の定義」を参照すること。

３－２ 従来「概数」として扱っていた数量の扱い

（１） 従来「概数」として扱っていた数量のうち、「設計変更重視型発注方式」として扱う場合は、次のと

おり扱うこと。

（２）従来「概数」として扱うことが可能な工事数量について

１）大部分が概数によるもの

取り合い等により軽微な変更が生じた場合とは、その工法に変更が生じない工種（ex．土工、植

生工etc．）や構造計算や安定解析計算に基づく構造物であっても、その構造に変更が生じない工種

（ex．法面工の吹付枠面積、防波堤の基礎捨石量etc．）及び施工後でなければ数量の把握が出来な

い工種（ex.グラウト量、軟弱地盤における圧密沈下量etc．）の工事数量をいう。

２）主要部分以外が概数によるもの

・各工事目的物の主要部分のみを積算することによって、その工事目的物の全体量が把握できる工事

数量（ex．主要構造物の作業土工、桝や側溝などの単位当たり作業土工etc．）をいう。

・工事施工に当たって、指定仮設と任意仮設の如何にかかわらず、標準的な工法として設計計上され

た仮設工の工事数量をいう。

（３）留意事項

１）設計数量と連動する標準機種や市場単価等の変更が生じる場合は、「設計変更重視型発注方式にお

ける精査による」として設計変更を行うこと。

２）工事数量は、契約数量、非契約数量にかかわらず扱うことができる。
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４ 当初設計図書等の作成

４－１ 当初設計図書

（１） 設計図書（特記仕様書、位置図、工事数量総括表）

設計図書として特記仕様書、位置図及び工事数量総括表をまとめて綴ることとし、その記載内容、編

さん及び取扱いは【請負工事編】「３－１（１）設計図書（特記仕様書、位置図、工事数量総括表）」を

参照すること。

（２） 設計図

設計図は工事目的物の位置、規模及び寸法等を記載することとし、その記載内容及び取扱いは、次のと

おりとする。

ア 図面の種類

【請負工事編】「３－１（２）設計図」を参照すること。

イ 作成要領

１）平面図、縦断図は施工箇所を、標準断面図は施工断面にそれぞれ着色する。

２）横断図は以下のとおりとする。

①簡略数量算出方式

・ （標準断面×延長等）による方法を用いた場合は添付不要とする。

・ （既存成果を比例按分）による方法を用いた場合は着色は不要とするが添付すること。

・ （その他手法）による方法を用いた場合は着色は不要とするが添付すること。

②概算単価計上方式

・ 着色は不要とするが添付すること。

③その他方式（上記①②以外の場合）

・ 着色は不要とするが添付すること。

３）構造詳細図、その他詳細図は以下のとおりとする。

①簡略数量算出方式

・ （標準断面×延長等）による方法を用いた場合は着色は不要とするが添付すること。

・ （既存成果を比例按分）による方法を用いた場合は着色は不要とするが添付すること。

・ （その他手法）による方法を用いた場合は着色は不要とするが添付すること。

②概算単価計上方式

・ 着色は不要とするが添付すること。

③その他方式（上記①②以外の場合）

・ 着色は不要とするが添付すること。

（３） 参考図

参考図は発注者が想定した標準的な工法や材料を記すもので、その取扱いは、次のとおりとする。

ア 作成要領

①簡略数量算出方式

・ （標準断面×延長等）による方法を用いた場合は該当があれば添付し、着色は不要とする。

・ （既存成果を比例按分）による方法を用いた場合は該当があれば添付し、着色は不要とする。

・ （その他手法）による方法を用いた場合は該当があれば添付し、着色は不要とする。

②概算単価計上方式

・ 該当があれば添付し、着色は不要とする。

③その他方式（上記①②以外の場合）

・ 該当があれば添付し、着色は不要とする。
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（４） 設計計算書

設計計算書は設計図の基となる設計計算条件及び結果を記載するもので、その取扱いは次のとおりとす

る。

ア 作成要領

①簡略数量算出方式

・ （標準断面×延長等）による方法を用いた場合は不要とするが、必要に応じて添付しても良い。

・ （既存成果を比例按分）による方法を用いた場合は不要とするが、必要に応じて添付しても良い。

・ （その他手法）による方法を用いた場合は不要とするが、必要に応じて添付しても良い。

②概算単価計上方式

・該当があれば添付する。

なお、設計計算書には、計算過程の電算打出し表や他工法との比較計算は添付しない。

③その他方式（上記①②以外の場合）

・該当があれば添付する。

なお、設計計算書には、計算過程の電算打出し表や他工法との比較計算は添付しない。

（５） 数量算出書

数量集計表及び数量算出書の取扱いは、次のとおりとする。

ア 作成要領

①簡略数量算出方式

・ （標準断面×延長等）による方法を用いた場合は、不要とするが、必要に応じて添付しても良い。

・ （既存成果を比例按分）による方法を用いた場合は、不要とするが、必要に応じて添付しても良

い。

・ （その他手法）による手法を用いた場合は、不要とするが、必要に応じて添付しても良い。

②概算単価計上方式

・ 添付すること。

③その他方式（上記①②以外の場合）

・ 添付すること。

（６） 単価策定資料等

単価策定資料等は、実勢価格調査、刊行物、見積等により単価を策定した場合の策定根拠で、その取

扱いは次のとおりとする。

ア 作成要領

①簡略数量算出方式

・ （標準断面×延長等）による方法を用いた場合は、該当があれば添付すること。

・ （既存成果を比例按分）による方法を用いた場合は、該当があれば添付すること。

・ （その他手法）による方法を用いた場合は、該当があれば添付すること。

②概算単価計上方式

・ 概算としたものは不要とするが、「建設資材の価格について（個別公表分）」は添付すること。

③その他方式（上記①②以外の場合）

・ 該当があれば添付すること。

上記を整理したものを表－２に示す
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表－２ 設計変更重視型発注方式における当初設計の編さんについて

設計変更重視型発注方式

簡略数量算出方式を併用 （参考）

概算単価計上方 その他方式（左 従来の方式

標準断面図×延 既存成果を比例
その他手法

式を併用 記を併用しない

長等による方法 按分する方法 場合）

設計図書（特記仕様書、位置図、
必要 必要 必要 必要 必要 必要

工事数量総括表）

設計図
着色・添付必要 着色・添付必要 着色・添付必要 着色・添付 着色・添付必要 着色・添付必要

（平面図、標準断面図、縦断図）

設計図
不要

着色不要 着色不要 着色不要 着色不要
着色・添付必要

（横断図） 添付は必要 添付は必要 添付は必要 添付は必要

設計図 着色不要 着色不要 着色不要 着色不要 着色不要
着色・添付必要

（構造詳細図、その他詳細図） 添付は必要 添付は必要 添付は必要 添付は必要 添付は必要

参考図
着色不要 着色不要 着色不要 着色不要 着色不要 着色不要

該当あれば添付 該当あれば添付 該当あれば添付 該当あれば添付 該当あれば添付 該当あれば添付

設計計算書 不要※１ 不要※１ 不要※１ 該当あれば添付 該当あれば添付 該当あれば添付

数量算出書
不要※３ 不要※３ 不要※３ 添付必要 添付必要 添付必要

（数量集計表、数量算出書）

単価作成資料等 該当あれば添付 該当あれば添付 該当あれば添付
概算としたもの

該当あれば添付 該当あれば添付
は不要※２

※１ 設計計算書の提出を妨げるものではない。（添付しても良い）

※２ 「建設資材の価格について（個別公表分」は添付すること。

※３ 数量算出書の提出を妨げるものではない。（添付しても良い。）

・ 簡略数量算出方式と概算単価計上方式を併用する場合は、「不要」を優先とする。

・ 「不要」としている設計図、参考図、設計計算書は、契約締結後、速やかに受注者に提供すること。

・ 変更設計図書の編さんは、基本的に従来通りである。また、当初不要としてた設計図、参考図は、変更設計図書

では、「全増」として添付する。

なお、記載以外のものは、設計図書等作成要領による。

４－２ 当初参考資料

【請負工事編】「３－２当初参考資料」を参照すること。

４－３ 編さん順序

【請負工事編】「３－３編さん順序」を参照すること。

４－４ 数量数位

【請負工事編】「３－４数量数位」を参照すること。

４－５ 留意事項

【請負工事編】「３－５留意事項」を参照すること。
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５ 変更設計図書等の作成

５－１ 設計変更確認会議

設計変更重視型発注方式においては、設計変更に先立ち設計変更確認会議を原則２回開催する。

１回目は契約締結後、現場着手までに開催し、工事範囲の確定や設計図書の照査結果等を確認する。

２回目は工期の２分の１経過した時期を目安に開催し、設計変更内容の過不足、請負代金額、工期の変更等

を受注者と確認する。

また、上記のほか、受発注者いずれかの要請により、設計変更確認会議を開催することができる。

なお、協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者協議の上、設計変更確認会議を省略することが

できる。

当初契約図書として扱っていないものにおいて、設計変更確認会議等により工事範囲の確定を行い、その内

容を契約変更に先立ち指示を行う場合は、指示書に設計変更後に契約図書として扱う資料を添付するなど、受

発注者の双方合意のうえ、施工するよう書面で取り交わすこと。

５－２ 工事内容の変更指示書

受発注者間で認識の共有を図るため、設計変更を行うにあたって、契約変更に先立ち指示を行う場合は、指

示書にその内容に伴う増減額の概算額を記載し確認すること。

指示書による指示は、設計変更や契約変更に先立ち行う事務であり、支出負担行為にあたらないことを明確

にするため、指示書には「記載する概算額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。」と記

載すること。

このとき、当初添付を不要としていた資料があるときは指示書に添付すること。

また、指示書の写しを支出負担行為担当者へメール等により報告すること。

５－３ 変更設計図書

契約図書として扱うものについては、【請負工事編】「４－１変更設計図書」を参照すること。

ただし、「概数等発注」との併用は行わない。

また、当初は契約図書として扱わず、設計変更後に契約図書として扱うものついては、下記のとおり扱うこ

と。

（１） 設計変更図書

【請負工事編】「４－１（１）変更設計図書」を参照すること。

ただし、「概数等発注」との併用は行わない。

（２） 変更設計図・参考図

ア 変更設計図・参考図の記載内容及び編さんは、次のとおりとする。

(ｱ) 「全増」扱いとして添付する。

(ｲ) 変更図面は、表題付近の余白に「第○回設計変更」と朱書きする。

(ｳ) 変更図面は、着色が必要なものは、赤色で着色する。

(ｴ) 一葉（枚）全部が追加となる場合は「全増」、一葉（枚）全部が廃止となる場合は「全廃」と表題

付近の余白に朱書きする。

イ 作成部数

【請負工事編】「４－１（２）変更設計図・参考図」を参照すること。

（３） 変更設計計算書

ア 「全増」扱いとして添付する。

イ 作成部数

【請負工事編】「４－１（３）変更設計計算書」を参照すること。
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（４） 変更数量算出書

変更数量集計表及び変更数量算出書の記載内容及び編さんは、次のとおりとする。

ア 変更数量集計表

(ｱ) 「全増」扱いとして工種（レベル２）の数量集計表を添付する。

(ｲ) 当初添付していた場合は、前回と今回の数量が比較できるように記載する。また、当初添付不要と

していた場合は、今回の数量のみの記載とする。（下段に記載。）

イ 変更数量算出表

(ｱ) 「全増」扱いとして数量算出書を添付する。

(ｲ) 当初添付していた場合は、前回と今回の数量が比較できるように記載する。また、当初添付不要と

していた場合は、今回の数量のみの記載とする。（下段に記載。）

ウ 作成部数

【請負工事編】「４－１（４）変更数量算出書」を参照すること。

５－４ 変更参考資料

【請負工事編】「４－２変更参考資料」を参照すること。

５－５ 編さん順序

【請負工事編】「４－３編さん順序」を参照すること。

５－６ 積算上の留意事項

【請負工事編】「４－４積算上の留意事項」を参照すること。
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６ 設計変更の契約条項の説明

６－１ 設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等（契約書第１７条）

【請負工事編】「５－１設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等（契約書第17条）」を参照

すること。

６－２ 設計図書の変更（契約書第１８条）

設計変更重視型発注方式による精査

当初設計において、簡略数量算出方式や概算単価計上方式などを用いた数量や単価、歩掛の確定や契約

図書の修正等を設計変更確認会議で受発注者で確認した項目の変更を行う場合である。

その他の取扱いは【請負工事編】「５－２設計図書の変更（契約書第18条）」を参照すること。

６－３ 工事の中止（契約書第１９条）

【請負工事編】「５－３工事の中止（契約書第19条）」を参照すること。

６－４ 請負代金額の変更に変える設計図書の変更（契約書第２９条）

【請負工事編】「５－４請負代金額の変更に変える設計図書の変更（契約書第29条）」を参照すること。
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７ 設計変更の種類
７－１ 設計変更の定義

【請負工事編】「６－１設計変更の定義」を参照すること。

７－２ 概数の確定による設計変更

設計変更重視型発注方式では、「概数等発注」との併用は行わない。

７－３ 工事内容の拡大に伴う設計変更

【請負工事編】「６－３工事内容の拡大に伴う設計変更」を参照すること。

７－４ 即時変更

下記に該当する場合、速やかに設計変更を行う。

①重要な工種の新設又は廃止

②工事量の大幅な増減

当該設計変更に伴う請負代金額の増減見込額（請負代金額の変更に関して契約の変更を行ったもの

に係る設計変更に伴う増減額を除く。以下同じ。）が、現請負代金額の３０パーセントを超え、又は

４，０００万円以上（当該設計変更に伴い新工種が生ずる場合においては、当該新工種に係る請負代

金相当見込額の累計が２，０００万円以上）のものをいう。

③その他必要と認めたとき

・受注者からの求めがあった場合は、設計変更手続きを行う。

・新たに再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用が必要となった場合

・新たに建設発生土を現場外に搬出することになった場合

・新たに支給材、貸与品を使用させることになった場合

・新たに跡請保証を付すことになった場合

７－５ 一括処理

即時変更に該当しない場合、指示書等により工事内容の変更を指示した概算金額の累計（設計変更に伴

う増減見込額の累計）が現請負代金額の３０パーセントを超え、又は４，０００万円以上となるとき（新

工種に係る増減見込額の累計が２，０００万円以上となるときを含む。）並びに工事完成前（工期が翌年

度以降にわたるときは、各年度末及び工事完成前）の可能な限り早い時期に一括して行うものとする。
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７－６ 設計変更の区分別の変更内容

内容
種類 拡大設計変更 即時変更 一括処理

あ り あ り

指示書等により工事内容

金 額 制 限 の 規 制 変更額が当初契約額 な し の変更を指示した概算金額

の３割以下 の累計が現請負代金額の30%

以内、又は4,000万円未満（新

工種は2,000万円未満）

変更部分の工事着手
設計変更を通知し請 設計変更を通知し請負人 「工事内容の変更指示書」

負人の承諾後 の承諾後 を取り交わし後

工 期 の 変 更 できる できる できる

以下に該当するとき 指示書等により工事内容

・重要な工種の新設・廃止 の変更を指示した概算金額

・工事量の大幅な増減 の累計が現請負代金額の30%

設 計 変 更 の 時 期 変更部分の工事着手前 ・その他必要と認められた を超え、又は4,000万円以上

とき （新工種は2,000万円以上）

となるとき、並びに工事完

成前の早い時期
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８ 設計変更の取扱い
８－１ 契約書第１７条

（１） 契約書第１７条第１項の分類

【請負工事編】「７－１（１）契約書第１７条第１項各号の分類」を参照すること。

（２） 分類ごとの取扱いについて

【請負工事編】「７－１（２）分類ごとの取扱いについて」を参照すること。

８－２ 契約書第１８条

（１） 契約書第１８条による設計変更については、次のとおりとする。

ア 設計変更事項

設計変更重視型発注方式において、当初設計で簡略数量算出方式や概算単価計上方式等を用いた数量

や単価、歩掛の確定や設計図書の修正などによる変更

上記以外は【請負工事編】「７－２（１）ア設計変更事項」を参照すること。

イ 施工条件明示

設計変更重視型発注方式の実施にあたっては、簡略数量算出方式や概算単価計上方式等を用いたもの

について特記仕様書に明示する。

特記仕様書の記載例は以下のとおり。

特記仕様書記載例

１ 本工事は契約対象の一部の数量、単価及び歩掛を簡略化することなどにより、当初契約時の入札手続きを簡素化し、設計変
更手続きを重視する「設計変更重視型発注方式」の試行工事である。

２ 設計変更重視型発注方式の対象工事の取扱いは以下のとおりとし、予定価格の算出にあたっては、見積用参考資料で示した
数量や積算条件により算出しており（１）－イに示した図書との不一致等の取扱いは、設計変更協議を行う。
また、見積用参考資料の積算条件の現場との相違については、現地確認の結果等に基づき、設計変更を行うものとする。
（１） 設計図書
ア 契約図書として扱うもの
（ア） 仕様書
（イ） 図面

a 位置図
b 設計図（平面図、標準断面図、縦断図）
c 工事数量総括表

（ウ） 質問回答書
（エ） 見積用参考資料
イ 当初は契約図書として扱わず、設計変更後に契約図書として扱うもの
（ア） 設計図（横断図、仮設構造図、構造詳細図、その他詳細図）
（イ） 参考図
（ウ） 数量算出書
（エ） 設計計算書

３ 工事期間中に設計変更確認会議を開催し、設計内容を受発注者間で確認した後、設計変更を行うものとする。
なお、協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者協議の上、設計変更確認会議を省略できるものとする。
設計変更確認会議の開催は次のとおりとする。
（１） 第１回設計変更確認会議

実施時期：契約締結後、受注者が設計図書及び現地の確認完了時
会議内容：概略で発注した項目（数量、単価、歩掛）や設計図書の修正、現場不符合、工期等について受発注者で

確認。
（２） 第２回設計変更確認会議

実施時期：工期半ばの時点
会議内容：設計変更内容の過不足や請負代金額、工期の変更等を受発注者で確認

（３） 上記のほか、受発注者いずれかの要請により、会議を開催することとする。

４ 設計図書の簡素化を行っている項目は次のとおり。
（１） 概算単価計上方式

建設資材価格等調査や見積徴取が必要な資機材単価、歩掛があり、調査等に時間を要するため、早期発注の観点か
ら、当該設計図書では類似品単価等で置き換えており、契約後、変更を行うもの
（ア） 歩掛～☆☆設置工、△△撤去工
（イ） 単価～□□装置、▽▽処分費（類似品単価使用、金額は「建設資材の価格について（個別公表分）」参照）

（２） 簡略数量算出方式
当初設計の数量算出を簡略化して積算を行い、契約後、設計数量の確定を行うもの

（ア） 数量～●●工、××工にかかる全ての数量（標準断面×延長にて算出）
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８－３ 工事内容の拡大の設計変更

【請負工事編】「７－３工事内容の拡大の設計変更」を参照すること。

８－４ 概数の確定による設計変更

設計変更重視型発注方式では、「概数等発注」との併用は行わない。

８－５ 留意事項

（１） 契約書第１７条による設計変更

【請負工事編】「７－６（１）契約書第１７条による設計変更」を参照すること。

（２） 契約書第１８条による設計変更

【請負工事編】「７－６（２）契約書第１８条による設計変更」を参照すること。

（３） 従来「概数」として扱っていた数量の取扱い

施工協議簿で数量の確定協議を行い、「設計変更重視型発注方式による精査のため」として設計変更

を行うこと。

このとき、当初から計上している工種であり、新たな作業が伴わないことから、「工事内容の変更指

示書」の取り交わしは不要とし、施工協議簿で数量の確定を行うこと。

（４） 工事内容の拡大の設計変更

【請負工事編】「７－６（３）工事内容の拡大による設計変更」を参照すること。

（５） 設計変更処理については、次のとおりとする。

受発注者による協議は書面（工事施工協議簿）で行い、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行

わせる場合は、書面（指示書）にて指示を行う。

指示書に記載の概算金額の累計が現請負代金額の３０％を超え、又は４，０００万円以上（新工種に

係る増減見込額の累計が２，０００万円以上）となるときは一括処理を行う。

ただし、変更内容が即時変更に該当する場合は、速やかに設計変更手続きを行うこと。

（ただし、従来「概数」として扱っていた数量の取扱いは除く）

（６） 事務処理について

設計変更図書の作成にあたっては、入札契約課や地域調整課、事業担当課による書類の審査や設計変

更の決定などに一定程度時間が要することを充分考慮し、工期末までに変更契約を終えることができる

よう、余裕をもって手続きを進めること。

また、本部における事務処理については、設計変更をスムーズに進めるため、その処理日数について

は目安を設定するなど、早期の事務処理に努めることとするが、工事完成前最後の設計変更提出時期は

工期末の３週間程度を目安として作業を行うこと。

なお、３週間程度はあくまでも「目安」であるため、各建設管理部の体制や工事進捗状況等を考慮し、

事業課・出張所や本部事業担当課、入札契約課等の関係課と情報共有を図り適切に事務処理を行うこと。

（７） 当初設計図書において、設計変更が生じない場合の扱いについて

設計変更重視型発注方式では、当初は契約図書として扱わず、設計変更後に契約図書として扱うもの

（設計図（横断図、仮設構造図、構造詳細図、その他詳細図）、参考図、数量算出書、設計計算書）が

あるため、設計変更を行い、契約図書として扱う必要がある。

よって、設計図書の資料が取りまとまった段階で、速やかに設計変更上申書（第35条様式）に必要資

料を添付のうえ、設計変更の手続きを行うこと。

このとき、設計変更の理由は、契約書第１８条を適用し、「設計変更重視型発注方式による精査のた

め」とする。
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９ 設計変更のフロー図

９－１ 設計変更の適用条項選択フロー図（設計変更重視型発注方式）

スタート

(1) 設計図書において設計変更重視型

発注方式とする施工条件が適切 No

に明示されている

Yes

注 (3)には「設計図書間の不一致等」も含まれる

(2) 設計変更重視型発注方式に No (3) 設計図書と工事現場の No

よる精査のためとして設計 状態との不一致等に該

変更できる 当する

Yes Yes

注 (2) 設計変更重視型発注方式による 注 (4) 特記仕様書に明示してい

精査のためとして設計変更した後に数 ない事項であっても図面から

量が変更となった場合、｢No｣として扱う 判読できる事項は施工条件

(4) 設計図書において現場 (5) 発注者自らの意思による設

条件等の施工条件が適
No

計図書の変更に該当する
No

切に明示されている

Yes Yes

(6) 設計図書において計画・工 No (7) 必要に応じて設計積算管

法変更の可能性等の施工条 理委員会に諮ることがで

件が適切に明示されている きる。

Yes

設計変更重視型発注方式 契 約 書 第 1 7 条 契 約 書 第 1 8 条 契 約 書 第 5 9 条

（契約書第18条） による設計変更 に よる設計変更 に よる設計変更

による設計変更
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【各フローの解説】

１ 本フロー使用の際は、次の文書等を参照すること。

(１) 設計変更重視型発注方式（試行）実施要領（以下この章において、「実施要領」という。）

(２) 土木工事積算要領（以下この章において、「積算要領」という。）（北海道建設部制定）

(３) 土木工事工種体系化の手引き、下水道工事工種体系化の手引き、及び漁港関係工事工種体系化の手引き（以

下この章において、「体系化の手引き」という。）（北海道建設部制定）

(４) 土木工事数量算出要領、下水道工事数量算出要領及び漁港関係工事数量算出要領（以下この章において、「数

量算出要領」という。）（北海道建設部制定）

２ 各フローについては、以下により判断すること。

(１) 「設計図書において設計変更重視型発注方式とする施工条件が適切に明示されている」

ア 確認事項

設計変更重視型発注方式に当たっては、「実施要領」において次のとおり定めており、特記仕様書にその

旨を明記する必要がある。

（周知方法）

第３条 設計変更重視型発注方式の実施に当たっては、別紙１及び２の例により入札公告、指名通知

書及び特記仕様書（以下「入札公告等」という）に明記し、入札参加資格者、入札希望者又は

指名業者（以下「入札参加資格者等」という）に周知するものとする。

【別紙２】設計変更重視型発注方式（試行） 特記仕様書記載例

１ 本工事は契約対象の一部の数量、単価及び歩掛を簡略化することなどにより、当初契約時の入札

手続きを簡素化し、設計変更手 続きを重視する「設計変更重視型発注方式」の試行工事である。

２ 設計変更重視型発注方式の対象工事の取扱いは以下のとおりとし、予定価格の算出にあたっては、

見積用参考資料で示した数量や積算条件により算出しており（１）－イに示した図書との不一致等

の取扱いは、設計変更協議を行う。

また、見積用参考資料の積算条件の現場との相違については、現地確認の結果等に基づき、設計

変更を行うもの とする。

（１） 設計図書

ア 契約図書として扱うもの

（ア） 仕様書

（イ） 図面

a 位置図

b 設計図（平面図、標準断面図、縦断図）

c 工事数量総括表

（ウ） 質問回答書

（エ） 見積用参考資料

イ 当初は契約図書として扱わず、設計変更後に契約図書として扱うもの

（ア） 設計図（横断図、仮設構造図、構造詳細図、その他詳細図）

（イ） 参考図

（ウ） 数量算出書

（エ） 設計計算書

３ 工事期間中に設計変更確認会議を開催し、設計内容を受発注者間で確認した後、設計変更を行う

ものとする。

なお、協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者協議の上、設計変更確認会議を省略で

きるものとする。

設計変更確認会議の開催は次のとおりとする。

（１） 第１回設計変更確認会議

実施時期：契約締結後、受注者が設計図書及び現地の確認完了時

会議内容：概略で発注した項目（数量、単価、歩掛）や設計図書の修正、現場不符合、工

期等について受発注者で確認。
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（２） 第２回設計変更確認会議

実施時期：工期半ばの時点

会議内容：設計変更内容の過不足や請負代金額、工期の変更等を受発注者で確認

（３） 上記のほか、受発注者いずれかの要請により、会議を開催することとする。

４ 設計図書の簡素化を行っている項目は次のとおり。

（１） 概算単価計上方式

建設資材価格等調査や見積徴取が必要な資機材単価、歩掛があり、調査等に時間を要するた

め、早期発注の観点から、当該設計 図書では類似品単価等で置き換えており、契約後、変更

を行うもの

（ア） 歩掛～☆☆設置工、△△撤去工

（イ） 単価～□□装置、▽▽処分費（類似品単価使用、金額は「建設資材の価格について（個

別公表分）」参照）

（２） 簡略数量算出方式

当初設計の数量算出を簡略化して積算を行い、契約後、設計数量の確定を行うもの

（ア） 数量～●●工、××工にかかる全ての数量（標準断面×延長にて算出）

イ 留意事項

設計変更重視型発注方式に係る取扱いは、契約書の条項に明記されていないため、特記仕様書にて明示す

る必要がある。

ただし、施工単価作成時に条件値として入力する数値で変更が予想される場合は、現地確認の結果等に基

づき、契約書第18条「設計変更重視型発注方式による精査」として設計変更として処理することとなる。

(２) 「設計変更重視型発注方式による精査として設計変更できる」

ア 確認事項

実施要領第7条において、次のとおり定めている。

第７条（設計変更の手続き）

設計変更重視型発注方式における設計変更の手続きは、次のとおりとする。

（１） 設計変更確認会議の開催

ア 契約締結後、現場着手までに（事前準備を除く）、発注者が初回の設計変更確認会議を開催し、

工事範囲の確定や設計図書の照査結果等を確認する。

イ 工期の２分の１経過した時期を目安に発注者が設計変更確認会議を開催し、設計変更内容の

過不足、請負代金額、工期の変更等を確認する。

ウ 上記のほか、受発注者いずれかの要請により、設計変更確認会議を開催することができる。

エ 協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者協議の上、設計変更確認会議を省略す

ることができる。

オ 当該設計変更に係る設計図書の作成は、発注者が行うものとする。

また、発注者は確定した工事範囲等に基づき再度、工期設定を行い、必要に応じて工期変更を

行う。

（２） 簡略数量算出方式の取扱い

簡略数量発注方式を用いて算出した数量については、特記仕様書に該当する工種名を記載す

る。

また、契約締結後、設計変更確認会議を開催し、設計図面や現地調査等に基づき算出した数量

により設計変更を行う。

（３） 概算単価計上方式の取扱い

概算単価計上方式を用いた単価、歩掛は、特記仕様書に資材名、工種名を明示する。また、

契約締結後、「工事用資材設計単価策定要領」等に基づき作成した単価、歩掛を用いて設計変更

を行う。

なお、設計変更の資料作成にあたり、受注者が行う設計図書の照査の範囲を超えるものにつ

いては、発注者が委託業務を活用し行う。

(４） その他

ア 当初設計図書において、簡略数量算出方式を用いた数量の確定や契約図書の修正を行う場合

の設計変更は、「建設工事事務取扱標準様式の設定について」（昭和48年４月２日付け局総第151
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号）第15号様式その２「契約書」第18条を適用し、設計変更は「設計変更重視型発注方式によ

る精査のため」とする。

これは、入札時の設計図書作成を簡素化し、設計変更手続きを重視する発注方式であるため、契約締結

後、簡略数量算出方式や概算単価計上方式などを用いた数量や単価、歩掛の確定や契約図書の修正等を設

計変更確認会議で受発注者で確認した項目を「設計変更重視型発注方式による精査のため」として設計変

更できることとしている。

イ 留意事項

設計変更の留意事項を次のとおりとしている。

７－４ 即時変更

下記に該当する場合、速やかに設計変更を行う。

①重要な工種の新設又は廃止

②工事量の大幅な増減

当該設計変更に伴う請負代金額の増減見込額（請負代金額の変更に関して契約の変更を行っ

たものに係る設計変更に伴う増減額を除く。以下同じ。）が、現請負代金額の３０パーセントを

超え、又は４，０００万円以上（当該設計変更に伴い新工種が生ずる場合においては、当該新

工種に係る請負代金相当見込額の累計が２，０００万円以上）のものをいう。

③その他必要と認めたとき

・受注者からの求めがあった場合は、設計変更手続きを行う。

・新たに再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用が必要となった場合

・新たに建設発生土を現場外に搬出することになった場合

・新たに支給材、貸与品を使用させることになった場合

・新たに跡請保証を付すことになった場合

７－５ 一括処理

即時変更に該当しない場合、指示書等により工事内容の変更を指示した概算金額の累計（設計変更

に伴う増減見込額の累計）が現請負代金額の３０パーセントを超え、又は４，０００万円以上となる

とき（新工種に係る増減見込額の累計が２，０００万円以上となるときを含む。）並びに工事完成前（工

期が翌年度以降にわたるときは、各年度末及び工事完成前）の可能な限り早い時期に一括して行うも

のとする。

８－５留意事項

（３）従来「概数」として扱っていた数量の取扱い

施工協議簿で数量の確定協議を行い、「設計変更重視型発注方式による精査のため」として設計

変更を行うこと。

このとき、当初から計上している工種であり、新たな作業が伴わないことから、「工事内容の変

更指示書」の取り交わしは不要とし、施工協議簿で数量の確定を行うこと。

これは、当初契約図書として扱うものが限られているため、概略数量や概算単価及び歩掛、設計図書の修

正等を行う場合の設計変更理由は、契約書第18条を適用し、「設計変更重視型発注方式による精査のため」

とした。

なお、上記による設計変更を行うことにより、当初契約としてして扱わないものが契約図書として扱うも

のになるため、これ以降に設計変更となる場合は、通常の設計変更理由とすることになる。

(３) 「設計図書と工事現場の状態との不一致等に該当する」

設計図書等作成要領【請負工事編】８－１【各フローの解説】２（５）「設計図書と工事現場の状態との不

一致等に該当する」を参照すること。

(４) 「設計図書において現場条件等の施工条件が適切に明示されている」

設計図書等作成要領【請負工事編】８－１【各フローの解説】２（６）「設計図書において現場条件等の施

工条件が適切に明示されている」を参照すること。
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(５) 「発注者自らの意思による設計図書の変更に該当する」

設計図書等作成要領【請負工事編】８－１【各フローの解説】２（７）「発注者自らの意思による設計図書

の変更に該当する」を参照すること。

(６) 「設計図書において計画・工法変更の可能性等の施工条件が適切に明示されている」

設計図書等作成要領【請負工事編】８－１【各フローの解説】２（８）「設計図書において計画・工法変更

の可能性等の施工条件が適切に明示されている」を参照すること。

（７）「必要に応じて設計積算管理委員会に諮ることができる」

設計図書等作成要領【請負工事編】８－１【各フローの解説】２（９）「設計積算管理委員会に諮る」を参

照すること。
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９－２ 設計変更の手続きフロー図

設計変更重視型発注方 拡 大 設 計 変 更
式による設計変更

設計変更確認会議
（工事範囲の確定）

工事着手

契約書第１８条 契約書第１７条 契約書第１８条 契約書第５９条 拡 大 設 計 変 更
設計変更重視型発注 設計図書と工事現場の状 設計図書の変更 契約に定めのない 既発注工事と分離施
方式による変更 態の不一致、条件の変更 事項 工が困難又は不利な

等 工事のうち、変更額
が当初契約額の３割
以下※の増額

工事協議簿による確認

工事内容の拡大の設
計変更の可否につい
て上申
（別記第１号様式）

変 更 指 示 書 に ※必要に応じて
よ る 指 示

増減見込額の累計が 支出負担行為担当者
現請負代金額の30％ 契約書第１９条 から承認の可否につ
以内で、又は、4,00 工 事 の 中 止 いて回答
0万円未満（新工種 （別記第２号様式）
は2,000万円未満)

契約書第２０条
乙の請求による工期
の延長等

契約書第２１条
甲の請求による工期
の短縮等

契約書第２３条
工 期 の 変 更 方 法

契約書第２９条
請負代金額の変更に
代える設計図書の変
更

変更部分の工事着手

工事量の大幅な増減 変更部分に着手する 拡大設計変更部分を
の範囲を超える時点 前に設計変更 着手する前に設計変
又は工事完了前に設 更
計変更

変更設計図書作成 変更設計図書作成 変更設計図書作成

設 計 変 更 の 上 申 設計 変更の上申 設計変更の 上申
（第３５号様式） （第３５号様式） （第３５号様式）

設 計変更の決定 設計 変更の決定 設計変更の 決定
（第３６号様式） （第３６号様式） （第３６号様式）
請負代金額の変更の 設計 変更の通知 設計変更の 通知
通知 （第３７号様式） （第３７号様式）
（別記第２号様式） （第３８号様式） （第３８号様式）
受注者の 承 諾 受注者の 承 諾 受注者の 承 諾
（第３９号様式） （第３９号様式） （第３９号様式）

変更部分の工事着手 変更部分の工事着手

工 事 の 完 成

※各様式については、「建設工事実務必携」を参照のこと。
（※拡大設計変更 平成28年11月18日付け 建管第1467号）



重視型 - 22

10 設計変更理由記載例

10－１ 一般事項

設計変更重視型発注方式において概略数量や概算単価及び歩掛、設計図書の修正等を行う場合の設計変更理由

は契約書第１８条を適用し「設計変更重視型発注方式による精査のため」とする。

ただし、上記理由による設計変更後に数量が変更となった場合は、通常の設計変更理由とすること。

他の設計変更理由については【請負工事編】「９－４概数等発注～９－９契約書第29条」を参照することとす

るが、「概数等発注」との併用は行わない。

上記以外の取扱いについては【請負工事編】「９－１一般事項」を参照すること。

10－２ 設計変更上申書と理由書の表現等

（１）上申書と理由書の表現

設計変更上申書及び設計変更理由書での表現については、次のとおりとする。

設計変更の種類 即時変更 一括処理

設計変更上申書 し た い す る

設計変更理由書 す る す る

（２）設計変更上申時の上申者

【請負工事編】「９－２－（２）設計変更上申時の上申者」を参照すること。
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10－３ 設計変更理由記載例の選定フロー図

ＹＥＳ

Ｓ Ｔ Ａ Ｒ Ｔ

ＮＯ

設計変更理由

記 載 例

設計変更重視型発注方式による精査の ＹＥＳ

ためによる設計変更か？ 10－４参照

ＮＯ

設計図書間の不一致等

10－５参照

（契約書第17条第 1項第 1～ 3 号）

設計図書と工事現場の状態との不一 ＹＥＳ

致、条件の変更等（契約書第17条）に

よる設計変更か？

ＮＯ

設計図書と現場の状態との不一致等

10－６参照

（契約書第17条第 1項第 4～ 5 号）

発注者自らの意思により設計図書を変
ＹＥＳ

更する（契約書第18条）設計変更か？
10－７参照

ＮＯ

請負代金額の増額又は負担額の全部又 ＹＥＳ

は一部に代えて設計図書を変更する 10－９参照

（契約書第29条）設計変更か？

ＮＯ

【その他】

工事の中止
契約書第59条による設計変更

（契約書第19条）
10－８参照

請負代金額が大幅に変更となる場合や適用条項等の扱いに疑義が生じた場合は、各建設管理部

の本部担当課に相談したり、必要に応じて本部職員を含めて設計変更確認会議を実施するなど、

速やかに変更指示書にて指示を行うこと。必要に応じて「設計積算管理委員会」に諮ることがで

きる。
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10－４ 設計変更重視型発注による設計変更（契約書第18条）

変更要素 理 由 内 容

設計変更重 【設計変更重視型発注方式による精査のため】 【○○工を変更したい。】

視型発注

EX．

設計変更重視型発注方式による精査のため、

…………………………………………………（護岸工）を変更したい。 工種（ﾚﾍﾞﾙ2）全体の場合

…………………………………………（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工）を変更したい。 種別（ﾚﾍﾞﾙ3）全体の場合

………………………………………（連節ﾌﾞﾛｯｸ）を変更したい。 細別（ﾚﾍﾞﾙ4）に限定される場合

…………………………（No.1集水桝関係数量）を変更したい。 工種内訳書の単価構成内容の場合

（仮設鋼矢板、仮設鋼矢板賃料等、土のう～仮設鋼矢板の小口処理）を変更したい。

……延長確定に伴い、仮設鋼矢板の数量変更と土のう（小口処理）が新たに必要となった場合

（仮橋上部～延長確定による鋼材規格・数量）を変更したい。

……………………………………………延長確定に伴い、鋼材の規格・数量が変更となった場合

(注)１ 括弧書きに、変更となる工種（ﾚﾍﾞﾙ2）、種別（ﾚﾍﾞﾙ3）又は細別（ﾚﾍﾞﾙ4）を記載すること。

２ 請負代金額に変更が生じない場合であっても、設計変更として上申すること。（当初契約

図書として扱わないものを設計変更後に契約図書として扱う場合も設計変更として上申する

こと。）

３ この理由による設計変更後に数量が変更となった場合は、通常の設計変更理由とすること。

10－５ 契約書第17条第 1項第 1～ 3 号（設計図書間の不一致等）

【請負工事編】「９－５契約書第17条第１項第１～３号（設計図書間の不一致等）」を参照すること。

10－６ 契約書第17条第 1項第 4～ 5 号（設計図書と現場の状態との不一致等）

【請負工事編】「９－６契約書第17条第 1 項第 4 ～ 5 号（設計図書と現場の状態との不一致等）」を参照するこ

と。

10－７ 契約書第18条

【請負工事編】「９－７契約書第18条」を参照すること。

10－８ 契約書第19条

【請負工事編】「９－８契約書第19条」を参照すること。

10－９ 契約書第29条

【請負工事編】「９－９契約書第29条」を参照すること。
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１１ 設計変更重視型発注方式の運用におけるＱ＆Ａ

「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

1 対 象 工 事 は 「 設 計 金 額 が ５ 百 万 簡 略 数 量算出方式お よ び 概 算 単価計上 全般

円 以 上 」 と あ り ま す が 、 簡 略 数 量 算 方式 を 用 い た積 算 で 、 再 積算 前 の 額 と し ま

出 方 式 お よ び 概 算 単 価 計 上 方 式 を す 。

用 い た 積 算 で の 金 額 で も 良 い で す

か？

2 設 計 書 の 誤 り は 、 各 建 設 管 理 部 設 計 書 の 誤 り は 、 設 計 変 更 確 認 会 議 に 全般

で 「 設 計 積算 管理委員会 」 に 諮 る べ お い て 受 発 注 者 が 内 容 を 確 認 の 上 、 「 設

き と 思 い ま す が 、 設 計 変 更 確 認 会 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 工 事 に よ る 精 査 の

議に よ り 変更可能 と な り ますか？ た め 」 と し て 、 契 約 書 第 １ ８ 条 に よ り 設 計 変

更 を 行 っ て 下 さ い 。 こ の 場 合 、 設 計 積 算 管

理委員会の開催は不要です 。

3 拡 大 設 計 変 更 を 行 う 場 合 、 拡 大 拡 大 工 事 内 容 に つ い て は 、 本 方 式 を 用 全般

工 事 内 容 に つ い て も 本 方 式 を 用 い い る こ と が で き ま せん 。

る こ と はで き ますか？

4 設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン と の 関 連 事 本 方 式 で は 、 支 出 負 担 行 為 担 当 者 （ 入 全般

項 に な り ま す が 、 こ れ ま で 現 場 と 設 札契約課 ） への提出は不要 とな り ます 。

計 図 書 に 不 符 合 が 生 じ た 場 合 は 、

現 場 不 符 合 に 関 す る 書 類 を 本 部 に

提 出 す る こ と と な っ て い ま す 。 本 方

式では どの よ う に取 り 扱い ますか？

5 設 計 変 更 確認会議 は 、 ど の タ イ ミ 初 回 の 会 議 は 、 受 注 者 が 資 材 及 び 専 門 全般

ングで開催すべ きですか？ 業 者 の 手 配等 を 円 滑 に 行 え る よ う 、 受 注 者

に よ る 設 計 図書の 照査等 の時期 を踏 ま え 、

早期に開催す る こ と が必要です 。

6 第 １ 回 設 計 変 更 を 行 っ た 後 で な 第 1回 設 計 変 更 確 認 会 議 に お い て 、 変 全般

ければ現場着手で き ませんか？ 更 指 示 書 な ど で 施 工 数 量 等 を 確 定 次 第 、

現場着手は可能 と な り ます 。

7 見 積 用 参 考 資料 は契約図書 です 本方式では 、契約図書 と し て扱い ます 。 全般

か？

8 見 積 用 参 考 資 料 に お け る 誤 り 等 質 問 が 無 か っ た 箇 所 に お い て も 、 設 計 変 全般

の 修 正 は 、 質 問 が 無 か っ た 箇 所 や 更 確 認 会 議 で 受 発 注 者 が 確 認 を 行 っ た

発 注 者 が 発 見 し た 箇 所 に お い て も 上 、 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 工 事 の 精

修正す る こ と が で き ますか？ 査 の た め 」 と し て 、 契 約 書 第 1 8条 に よ り 設

計変更を行 う こ と が望 ま し いです 。

9 第 1回 設 計 変 更 確 認 会 議 に お い 第 1回 設 計 変 更 確 認 会 議 で 精 査 し た 工 全般

て 、 簡 略数 量 ・ 概 算 単価 の 確定や 、 期 が 当 初 積 算 工 期 と 乖 離 す る 場 合 は 、 適

入 札 質 問書 に よ る 訂 正 事 項 に よ り 、 切 な 工 期 ・ 単 価 ・ 歩 掛 の 変 更 を 行 う よ う 受

当 初 積 算 と 工 期 が 乖 離 す る 場 合 、 発注者で協議を行 っ て下 さ い 。

工期変更は行 う べ き ですか？

ま た 、 工 期 を 変 更す る 場合 、 工期

に 紐 付 く 単 価 や 歩 掛 （ 冬 期 養 生 、

冬 期 労 務 補 正 、 供 用 係 数 等 ） は 設

計変更すべ きですか？

10 要 領 第 ４ 条 に 「 設 計 金 額 の お お 減額の場合 も同様 と な り ます 。 全般

む ね 1割 を 超 え な い 範 囲 内 」 と あ り

ま す が 、 増 額 だ け で は な く 、 減 額 の

場合に も同 じ適用 と な り ま すか？



重視型 - 26

「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

11 概 算 単 価 に 類 似 品 を 用 い る 場 概 算単価 と し て 用 い る 見積 価格は １ 社 の 概算単価

合 、 見 積 価 格 は １ 社 の み で 良 い で み で も 可 能 で す が 、 特 記 仕 様 書 に は 必 ず 計上方式

すか？ 概 算 単 価 を 使 用 し て い る 旨 条 件 明 示 を 行

っ て 下 さ い 。 な お 、 当 初 設計 書 には見 積価

格の根拠資料は添付不要です 。

12 見 積 単 価 は 仮 の 金 額 を 明 示 し て 概 算 単 価 に つ い て は 、 期 限 に 間 に 合 わ 概算単価

入 札 に 臨 む こ と と な り ま す が 、 入 札 な い た め 、 や む な く 概 算 単 価 を 用 い る こ と 計上方式

後 に 策 定 す る 単 価 の 適 用 日 は ど の を 想定 し て い ま す 。 契 約後にお い て速や か

よ う に す べ き で す か ？ （ 入 札 日 ｏ ｒ に 単価策定を行 う こ と と し 、 単価適用日は 、

入札日以降の日付？ ） 単価が確定 し た時点 と し ます 。

13 重 視 型 に よ る 契 約 の 設 計 変 更 理 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方式 は 、 事 務 負 担 全般

由 に つ い て 、 簡 略 数 量 算 出 方 式 及 の 軽 減 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 入 札 時 の

び 概 算 単 価 計 上 方 式 を 原 因 と し た 設 計 図書 作成 を 簡 素 化 し て お り ま す 。 そ の

設 計 変 更 は 、 【 契 約 書 第 1 8 条 を た め 、 当 該 発 注 方 式 を 用 い た 場 合 に 限 り 、

適 用 し 、 設 計 変 更 は 「 設 計 変 更 重 設 計 変 更 確 認 会 議 の 結 果 を 踏 ま え 、 発 注

視 型 発 注方 式 に よ る 精 査 の た め 」 と 者 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 に 設 計 変 更 を 行

す る 。 】 と 実 施 要 領 に 記 載 が あ り ま う 事 を 想 定 し 、 契 約 書 第 １ ８ 条 を 適 用 す る

す が 、 現 場 と 設 計 書 の 不 一 致 な ど こ と と し 、 理 由 も 簡 素 化 し て 「 設 計 変 更 重

の そ の 他 の 原 因 に よ る 設 計 変 更 に 視 型 発 注 方 式 に よ る 精 査 に よ る 」 と 統 一 し

つ い て は 、 従 前 の 取 り 扱 い 通 り 、 契 た も の で す 。 よ っ て 現 場 と 設 計 書 の 不 一 致

約 書 第 17条 の 条 項 を 用 い た 設 計 変 に つ い て も 設 計 変 更 確 認 会 議 に お い て 不

更 と す べ き （ ※ 現 場 と 設 計 書の 不一 一 致 箇 所 を 協 議 の 上 設 計 変 更 を 行 い ま す

致 は 、 設 計 変 更 重 視 型 に よ る 精 査 ので契約書第 １ ８ 条 と し てい る と こ ろ です 。

では ないため ） 。

14 設 計変更の方法について 概 算 単 価 計 上 方 式 に 関 し て は 、 契 約 後 概 算 単 価

設計変更重視型発注方式の 実践 速 や か に 単 価 ・ 歩 掛 策 定 し た 単 価 を 設 計 計上方式

（ 積 算 者 ） よ り 概 算 単 価 計 上 方 式 は 変更確認会議 に 諮 る べ き と 考 え ま す 。 会 議

契 約 後 、 速 や か に 正 規 な 単 価 、 歩 後 に 指 示 書 扱 い と す る こ と に 問 題 は あ り ま

掛 を 用 い て 設 計 変 更 を 行 う も の と な せ ん が 、 設 計 変 更 を 行 う こ と を 妨 げ る も の

っ て い る が 、 地 域 調 整 課 に 確 認 し ではあ り ません 。

た 結 果 、 第 1回 設 計 変 更 確 認 会 議

で 議 題 に 挙 げ 、 そ の 後 指 示 書 対 応

で 良 い と 回 答 を い た だ い て い る が 、

指示書扱いで良いのか？

※ 設 計 変 更 を 作 成 し 上 申 し た が 戻

さ れ た 。 現 場 が 始 ま っ た ば か り の 余

裕 の あ る 時 期 に 設 計 変 更 を 行 っ て

し まいたかっ た 。
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「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

15 重 視 型 の 設 計 変 更 タ イ ミ ン グ に つ 概 算 単 価計 上 方 式 で 扱 っ た 単 価 の 変 更 概 算 単 価

い て 発 注 後 に 速 や か に す べ き 事 項 は 、 設 計 変 更 確 認 会 議 に 諮 っ た う え で ３ ） 計上方式

に つ い て 、 ど の 時 点 で 何 を し な い と 第 1回 設 計 変 更 時 で 良 い と 考 え ま す が 、 設

いけ ないか を示 して ほ し い 。 計 変 更 を 行 う こ と を 妨 げ る も の で は あ り ま

細か な例だ と せん 。

・ 概 算 単 価 計 上 方 式 に て 扱 っ た 単

価の変更 タ イ ミ ン グ はいつか 。

『 契 約 後 に 設 計 変 更 を 行 う も の 』

と あ る が 、

1)決 ま っ た らす ぐ設計変更

2)速 やかに変更指示書

3)第 1回 設計変更時 OKか

・ 参 考 図 で 示 し た 横 断 図 な ど の 図

面 を 設 計 図 書 と し て 扱 う タ イ ミ ン グ

は

・ 第 1回 変更 会議で の変 更事項 はす

ぐ変更指示書で行 う

な ど

16 設 計変更の方法について 変 更 理 由 は 、 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 全般

設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン よ り 、 指 示 式に よ る精査のため 」 で 構い ません 。

書 の 理 由 は 、 設 計 変 更 重 視 型 方 式 受 注者 と 指 示 書 を 交 わ し た 後 に は 、 写 し

の 精 査 の た め （ 1 8条 ） と 理 由 を 記 載 を 本 部 に 送 付 し 変 更 内 容 や 変 更 見 込 額 を

す る こ と と し 、 変 更 内 容 を 記 載 し な 共 有 す る こ と と な っ て い ま す の で 必 ず 実 施

く て も 良 い こ と と な っ て い る が 、 結 局 し て く だ さ い 。 ま た 、 設 計 変 更 時 に は 変 更

設 計 変 更 の 内 容 が わ か ら な い こ と 内 容 の 資 料 と し て 上 申 書 に 指 示 書 の コ ピ

か ら 、 再 度 確 認 さ れ て い る の が 現 ー等資料を添付す る な ど し て く だ さ い 。

状 。 手間が増えてい る 。

※ 指 示 書 の 段 階 で 全 て 設 計 変 更重

視 型 方式 の 精 査 の た め （ 1 8条 ） と す

る と 、 結 局 、 設 計 変 更 時 の 変 更 理

由 は違 う 理 由 を 記 載 し な け れば な ら

ず 、 二度手間にな る 。

※ 原 因 は 、 設 計 変 更 確 認 会 議 後 に

発 生 し た 現 場 で の 不 符 合 な ど に 対

応 し た 指 示 内 容 を 設 計 変 更 重 視 型

の 設 計 変 更 合 わ せ て し ま う な ど 設

計 変 更 重 視 型 の 設 計 変 更 と 指 示 書

に よ る 設 計 変 更 が ご ち ゃ ご ち ゃ に な

っ てい る 。

17 従 来 の 工 事 で は 、 概 数 数 量 を 確 従 来 概 数 と し て い た 数 量 の 扱 い に つ い 全般

定 す る た び に 協 議 簿 を 取 り 交 わ し 、 て は 、 新 た に 作 業 を 行 わ せ る も の で は な い

設 計 変更 上 申 は 全 て の 概 数 が 確 定 た め 、 指 示書は不要 です ので協議簿に よ り

し た 後 で も 構 わ な か っ た 。 し か し 、 数量 を確定 し て く だ さい 。

概 数 が 無 く な っ た こ と で 数 量 が 変更

に な る た び に 、 指 示 書 に よ る 変 更 を

行 う こ と に な る た め 、 か え っ て 事 務

手続 きが繁雑になっ た よ う に思 う 。
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「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

18 設 計 変 更 重 視型 通常 の 場 合に 設 計 変 更 重 視 型 で は 、 設 計 書 作 成 の 簡 全般

お い て 、 変 更図 面 を赤着 色 と し て い 素 化 が目 的 と な っ て い る た め 、 通 常 の場 合

る が 、 変 更 に よ り 、 当 初 と 変 更 の 違 に お い て も 当 初 横 断 図 等 の 図 面 に つ い て

い が わ か り ず ら く な る 。 通 常 の 場 合 着 色 不 要 と し て い る こ と か ら 、 変 更 図 面 に

にお い て は 、 簡 略数量方式 と 違 い 、 つ い て は 赤 の み で 着 色 す る こ と と し て い ま

当 初 数 量 算 出 の 根 拠 が あ る た め 、 す 。 当 初 図 面 作 成 時 に 施 工 箇 所 の 着 色 を

変 更 指 示 書 お よ び 設 計 変 更 で は 、 妨 げ る も の で は あ り ま せ ん が 、 着 色 し た 場

赤 黄 色 着 色 の 方 が わ か り や す い と 合 に つ い て は 、 変 更 図 面 は 赤 黄 着 色 し た

思 う 。 （ 現 場 的 に は 出 来 形 図 同 様 、 方が良い と考 え ます 。

赤着色のみが良い と思い ますが 。 ）

19 設 計 変 更 時 の 理 由 書 の 書 き 方 に 設 計 変更重視型発注方式 で の 設計 変更 全般

つ い て 、 変 更 数 量 の 記 載 の 有 無 、 理 由 は 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 に よ る

変 更 理 由 を ど こ ま で 書 く か な ど バ ラ 精 査 の た め 」 と し て い ま す が 、 こ れ 以 外 の

ツ キ が あ る の で 、 例 を 提 示 し て い た 理 由 に つ い て は 、 設 計 図 書 作 成 要 領 【 設

だ き た い 。 計 変 更 重 視 型 （ 試 行 ） 編 】 「 ９ 設 計 変 更

理由記載例 」 を 参考に し て く だ さ い 。

20 各 建 管 で 対 象 工事 の 変 更 は出 来 当初電気工事 は実施要領策定時は設計 全般

る よ う な の で 、 （ 管 内 業 者 対 象 の 工 変 更 重 視 型 発 注 方 式 の 対 象 外 と し て い ま

事 だ け で も ） 電 気 工 事 を 追 加 出 来 し た が 、 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 （ 試

な いか？ 行 ） 実 施 要 領 の 改 定 に つ い て 」 （ 令 和 ５ 年

電 気 工 事 に つ い て は 、 単 価 策 定 ４ 月 ２ ６ 日 付 建 管 第 １ ３ ４ 号 ） で 「 対 象 工 事

や ケ ー ブ ル の 延 長 な ど 不 明 確 な 場 及 び 適 用 年 月 日 を 変 更 す る 場 合 の 特 例 」

合 が あ る の で 、 重 視 型 の 対 象 に し に つ い て 定 め て お り ま す の で そ の規 定に よ

て も いいのでは？ り 各建設管理部で運用願い ます 。

21 第 1回 設 計 変 更 時 に 参 考 図 は 赤 当 初 数 量 計 算 書 を 不 要 と し て い る 簡 略 全般

着 色 の み の 図 面 と し て 契 約 図 書 と 数 量 算 出 方 式 を 用 い て い る の で あ れ ば 入

な る が 、 数 量 計 算 書 は 入 札 時 の 数 札時の 数量 と の比較 は不 要 と す る が 、 添 付

量 と の 比 較 （ 上 下 段書 き ） し な く て も を 必 要 と し て い る 通 常 の 場 合 は 当 初 ・ 変 更

いいのか？ の ２ 段書 き と し て 下 さ い 。

22 設計変更確認会議については、 第１回設計変更確認会議にて、単価や 全般

初 回 の 打 合 せ で 最 低 限 や ら な け れ 数量の精査を行い、設計工事費を算出し

ば な ら な い 事 が 明 確 で な く 、 恐 ら く た後、工事範囲を確定してください。

各 現 場 バ ラ バ ラ で 打 合 せ 資 料 の 用 そ れ が 無 理 な の で あ れ ば 質 問 に あ る と

意等に時間がかか るのか と思 う 。 お り 、 作 業 開 始前 ま での 確 認 で も や む を 得

設 計 変更 確認会議 は試行 の 記載 な い と 考 え ま す が 、 そ の 場 合 、 現 場 が 既 に

に あ る と お り 、 工 事 範 囲 の 確 定や設 進 ん で お り 、 判 断 ま で に 時 間 が か か る と 現

計 図 書 の 照 査 結 果 等 を 確 認 し 、 概 場 を 止 め て し ま う と い う こ と に 留 意 す る と と

算 単 価 や 、 簡 易 数 量 方 式 に つ い て も に 、 そ の 都 度 変 更 内 容 を 精 査 し て 予 算

は 、 初 回 の 確 認 会 議 で 全 て 確 定 さ 管理を し っか り 行 う よ う に し て く だ さ い 。

せ る の で は な く 、 そ の 時 点 の工 程 で な お 、 質 問 書の 回 答 に つ い て は 、 第 １ 回

該 当 す る 工 種 に つ い て そ の 都 度 、 設 計 変 更 確 認 会 議 に て 、 対 応 し て く だ さ

作 業 開 始 前 ま で 確 認 す る こ と で 、 進 い 。

め て はだめなの か？
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「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

23 軽 微 総 括の よ う な 処理 を 行 う ルー 従 来の 軽微総括に 類似 し た 処 理 と し て 、 全般

ルが明確でない と思 う 。 「 設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 「 一 括 処 理 」 に

つ い て 記 載 が あ り ま す 。 一 括 処 理 は 「 指 示

書 に よ り 工 事 内 容 の 変 更 を 指 示 し た 概 算

金 額 の 累 計 が 現 請 負 代 金 額 の ３ ０ ％ を 超

え 、 又 は ４ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 と な る と き に 並

び に 工 事 完 成 前 の 可 能 な 限 り 早 い 時 期 に

一 括 し て 行 う 」 と 記 載 さ れ て い ま す の で 参

考に し て く だ さ い 。

24 点 在 型 発 注 の 場 合 、 第 一 回 設 計 点 在 現 場 毎 に 着 手 ま で の 間 に 設 計 変 更 全般

変 更 会 議 ま で に 、 す べ て の 発 注 資 確 認 会 議 を 開 催 す る こ と に つ い て 問 題 は

料 の 協 議 を 行 う こ と は 、 業 者 に も 負 あ り ま せ ん が 、 既 に他現 場で作業が 行わ れ

担 が あ り 、 着 手 が 遅 れ る 場 合 も 考 え て い る ため 、 予算管理に留意願います 。

ら れ る 。 点 在 箇所 ご と に 現場 着手前

ま で に 会 議 を 行 う と し て も よ い の で

はないか 。

25 点 在 型 工 事 の 現 地着 手時 期 は い 箇 所 毎 の 設 計 変 更 確 認会 議後 が 基 本 と 全般

つか 。 な り ま す 。 （ 協 議 す る こ と が 少 な い 場 合 は

受 発 注 者 協 議 に よ り 、 省 略 す る こ と が 可 能

です 。 ）

26 設 計 変 更 重 視 型 の 場 合 、 概 数 の 従 来 概 数 と し て い た 数 量 の 扱 い に つ い 全般

併 用 が 出 来 な い が 、 「 除 雪 」 「 廃 棄 て は 、 新 た に 作 業 を 行 わ せ る も の で は な い

物 」 等 、 実 績 精 算 の 要 素 が 強 い 工 た め 、 指 示書は不要 です ので協議簿に よ り

種 に つ い て は 、 指 示 書 に よ る 確 定 数量を確定 し て く だ さい 。

が そ ぐ わない と考 え る 。

27 殻 運 搬 ・ 処 分 や 快 適 ト イ レ な ど マ 従 来 概 数 と し て い た 数 量 の 扱 い に つ い 全般

ニ フ ェ ス ト や 実 数 で の 清 算 と な る 工 て は 、 新 た に 作 業 を 行 わ せ る も の で は な い

種 に つ い て は 、 変 更 指 示 書 に よ る た め 、 指 示書は不要 です ので協議簿に よ り

変 更 で は な い た め 、 重 視 型 で あ っ 数 量 を 確 定 し て く だ さ い 。 設 計 変 更 理由 は

て も 概 数 で 発 注 を 行 え る よ う に し て 一 度 も 精 算 行 為 を 行 っ て い な い の で あ れ

ほ し い 。 設 計 変 更 を 行 う 際 に 、 工 種 ば 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 に よ る 精 査

ご と に 理 由 を 作 成 し な け れ ば な ら な のため 」 と し て下 さ い 。

い ため 、 業務量が増えてい る 。
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「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

28 入 札 設 計 書 審 査 時 に お い て 、 本 設 計 書 審 査 時 点 で 確 認 さ れ た 誤 り や 不 全般

来 （ 過 去 の審 査 ） で あ れ ば訂 正が必 一 致 は 、 内 容 が 軽 微 （ 設 計 金 額 の 概 ね １

要 な 場 合 で も 、 設 計 変 更 重 視 型 の 割 ） の 範 囲 で あ れ ば 設 計 書 の 訂 正 は 不 要

場 合 、 軽 微 な 修 正 で あ れ ば 訂 正 す と考え ます 。

る 必要があ る のかの判断が難 しい 。

そ の た め 、 入 札 設 計 書 審 査 時 の

設 計書 図書 修正 必要 の 判 断 基準 を

例 示 し て 欲 し い 。 （ 全 て 修 正 す る の

か？ ）

29 設 計 変 更 重 視 型 に お い て は 、 概 従 来 概 数 と し て い た 数 量 の 扱 い に つ い 全般

数 発 注 と 併 用 し な い こ と に な っ て い て は 、 新 た に 作 業 を 行 わ せ る も の で は な い

る が 、 概 数 発 注 と 併 用 で き る よ う に た め 、 指 示書は不要 です ので協議簿に よ り

し て 欲 し い 。 （ 設 計 変 更 時 の 理 由 に 数 量 を 確 定 し て く だ さ い 。 な お 、 設 計 変 更

「 設 計 変 更 重 視 型 入 札 方 式 に よ る 理 由 書 は 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 に よ

精 査 の た め 」 の 記 載 で 概 数 発 注 の る 精 査 の た め 」 で 良 い で すが 、 設 計 審査 や

概 数 確 定 と 同 じ よ う に 扱 っ て く れ る 検 査 監 査 に お い て 変 更 と な っ た 経 緯 を 聞

の か 。 協 議 簿 に 「 設 計 変 更 重 視 型 か れ る こ と も 想 定 さ れ ま す の で 、 協 議 簿 で

入 札 方 式 に よ る 精 査 の た め 数 量 表 はその辺 も 整理し てお く べ き です 。

を 提 出 し ま す 」 で 良 い の か 不 明 で あ

る 。 ）

30 災 害 復 旧 工 事 を 発 注 す る 場 合 、 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 に よ る 工 事 発 全般

重 視 型 で の 発 注 は 可 能 な の か ？ 注は可能です 。

（ 河 川 砂 防 課 と 建 設 管 理 課 で 意 見 た だ し 、 災 害 復 旧 工 事 の 設 計 変 更 に つ

が分かれてい る 。 ） い て は 、 「 災 害 費 の 対 象 と な る 変 更 理 由 」

が 必 要 と な り ま す の で 、 本 部 治 水 課 も し く

は 本 庁 河 川 砂 防 課 に 確 認 し な が ら 進 め る

よ う お願い し ます 。

31 概 算 単 価 計 上 方 式 の 場 合 、 「 当 設 計 図 書 作 成 簡 素 化 の 一 つ と し て 添 付 概 算 単 価

初 設 計 書 に 単 価 根 拠 の 添 付 不 要 」 不 要 と し て い る と こ ろ で す が 、 審 査 に お い 計上方式

と 有 る が 、 入 力 ミ ス で 「 １ 円 」 と な っ て 支 障 と な る の で あ れ ば 、 直 接担当 者に問

て い て も 審 査 時 に 確 認 で き な い 。 い合わせ頂 く な ど の対応をお願い し ます 。

（ １ 社 分 で も 過 年 度 分 で も 何 か し ら

の根拠資料の添付が必要では？ ）

32 設 計 書 チ ェ ッ ク の 際 や 公 示 期 間 設 計 書 チ ェ ッ ク 時 の 誤 り や 公 示 期 間 中 全般

中 の 数 量 算 出 等 、 契 約 図 書 と し な の 誤 り な ど は 設 計 変 更 確 認 会 議 で の 議 題

い も の に関す る 誤 り や 不 一致 な ど が と な り 設 計 変更 で対 応 と な る こ と か ら 、 監 督

あ っ た 場 合 の 内 容 が 監 督 員 に 確 実 員へ情報が共有 され る よ う お願い し ます 。

に 知 ら せ ら れ る よ う 確 立 す べ き で は

ないか 。

33 工 事 内 容 に よ っ て は 準 備 工 よ り 原 則 と し て 現 場 着 手 ま で に 初 回 の 設 計 全般

後 に 初 回 の 設 計 変 更 確 認 会 議 を で 変更確認会議開催す る こ と と し て い ます 。

き る よ う に し た 方 が よ い と 考 え る 。

（ 会 議 の回数 が多す ぎ る と 負 担 が多

く な る た め ）
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「 設 計変更重視型発注方式 （ 試行 ） 」 の 運用におけ る Ｑ＆ Ａ

番号 質問 回答 備考

34 設 計 変 更 重 視 型 に お け る 指 示 書 契 約図 書の 変 更 が 伴 う も の は 、 従 来 と お 全般

に お い て 、 ど こ ま で 変 更 し て 良 い も り 設 計 変 更 し て く だ さ い 。 指 示 書 に 記 載 の

の か 。 （ 特 記 仕 様 書 ・ 図 面 ・ 工 期 等 変 更 見 込 額 が 現 請 負 工 事 価 格 の ３ ０ ％ 以

に つ い て は 、 契 約 図 書 の 変 更 と な 内 ま た は ４ ， ０ ０ ０ 万 円 以 内 で あ れ ば 指 示

る た め 、 従 来は軽微 等で はな く 通 常 書 対 応 と し 適 切 な 時 期 に 一 括 処 理 を 行 っ

の 設 計 変 更 扱 い と し て い た が 、 こ れ て く だ さ い 。

ら も 指示書で取 り扱 っ て良いか 。 ）

設 計 図 書作 成要領 の概 数 の Q&A

の よ う な 変 更 事 例 集 が あ れ ば 非 常

にあ り が たい 。

35 設 計図について 例 え ば 契 約 図 書 と し て 扱 う も の と し て 「 ｂ 全 般

一 枚 の 図 面 に 、 契 約 図 書 と し て 設 計 図 （ 図 面 番 号 ○ ／○○ の 平 面図 、 標

扱 う 部 分 （ 平 面 図 等 ） と 扱 わ な い 部 準 横 断 図 、 縦 断 図 ） 」 、 当 初 は 契 約 図 書 と

分 （ 横 断 図 等 ） が 混 在 す る 場 合 、 特 し て 扱 わ ず 、 設 計変 更 後に 契約図書 と し て

記 仕 様 書 に は ど の よ う に 記 載 す る 扱 う も の と し て 、 「 （ ア ） 設 計 図 （ 図 面 番 号

べ きで し ょ う か ？ ○ ／ ○○ の横 断図 ） 」 な ど 入 札参加 者が判

断で き る よ う 記入 して く だ さ い 。

36 変 更 指 示 書 を 出 す 際 に は 現 場 だ 出 張所 等 で判 断 で き な い よ う な 場 合 は 、 全般

け で は な く 、 本 部 担 当 課 に も 一 報 ・ 指 示 書 を 取 り 交 わ す 前 に 本 部 に 相 談 す る

相 談 し て 貰 え れ ば 決 裁 後 の 修 正 な な ど対応 して く だ さ い 。

ど 二 度 手 間 を 省 く 対 応 が 必 要 と 思

い ます 。

37 設 計 変 更 重 視 型 で 発 注 す る 工 事 設 計 変 更 確 認 会 議 の 結 果 に よ り 工 期 が 全般

は 数 量 が 概 算 の た め 積 上 げ 工 期 は 変 更 に な る こ と も 想 定 さ れ る た め 、 当 初 工

実 際 に 乖 離 す る 。 ま た 、 積 上 げ に よ 期 は 「 工 期 設 定 要領 」 に 記 載 の 【 工 期 日 数

る 工 期 算 出 と な っ て い ま す が 、 積 み 算 定 式 （ 参 考 値 ） 】 を 参 考 に す る な ど 対 応

上 げ に よ る 工 期 を 作 成 す る に は 多 願います 。

大 な 労 力 を 要 す る た め 、 標 準 工 期

を 使 用 可 能 と す る 等 、 工 期 設 定 の

簡素化を行 っ ていただ き たい 。

38 標 準工期を使 う こ と は可能か 。 当 初 工 期 算 定 に あ た り 参 考 と し て 使 う こ 全般

と は 可 能 で す が 、 設 計 変 更 確 認 会 議 で 確

定 し た 施 工 量 に 応 じ た 工 期 を 算 定 す る 場

合 は従来 と お り 積 み 上げ で算 定 し 、 工 期変

更を行 っ て く だ さ い 。

39 間 違 い や 齟 齬 に 増 減 が 混 在 し て そ れ ぞ れ の 絶 対 値 の 合 計 で 判 断 し て く 全般

い る 場 合 の 軽 微 な 範 囲 の 判 断 は ど だ さ い 。

う 考え る のか 。

40 「 設 計 変 更 重 視 型 発 注 方 式 に よ 設 計 図 書 作 成 要 領 や 設 計 変 更 ガ イ ド ラ 全般

る 精 査 の た め 」 で 設 計 変 更 す る 際 イ ン に 示 す 設 計 変 更 理 由 書 は 不 要 で す

に必要な書類はあ る か 。 が 、 変 更 指 示 に 至 る 協 議 簿 の 整 理 は 必 要

です 。
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１２ 関係通達集等

１２－１ 設計変更重視型発注方式（試行）実施要領（令和５年４月２６日建管第１３４号）

設計変更重視型発注方式（試行）実施要領
（目的）

第１条 設計変更重視型発注方式は、建設管理部が発注する請負工事において、受発注者双方の事務負担の軽減を図

るとともに、適切な設計変更を行うことを目的とし、入札時の設計図書作成を簡素化し、設計変更手続きを重

視する発注方式を試行するものである。

（対象工事）

第２条 設計変更重視型発注方式の対象工事は、設計金額が５００万円以上の請負工事の内、支出負担行為担当者が

適当と認めた工事とする。

ただし、当面は、次に掲げるものは除く。

（１） 「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」（昭和39年４月１日北海道条例 第25

号）第２に該当する工事

（２） 鋼橋上部工事（工場製作に限る）、電気工事、塗装工事及び機械器具設置工事

（周知方法）

第３条 設計変更重視型発注方式の実施に当たっては、別紙１及び２の例により入札公告、指名通知書及び特記仕様

書（以下「入札公告等」という）に明記し、入札参加資格者、入札希望者又は指名業者（以下「入札参加資格

者等」という）に周知するものとする。

（質問の取扱い）

第４条 入札公告の日又は設計図書公開の日から質問書提出期限までの期間に、入札参加資格者から設計図書に関す

る誤り又は不一致等の質問があった際には、内容等を確認し、その影響が軽微であると支出負担行為担当者

が判断した場合、その時点では修正は行わないが、契約締結後、現地確認の結果等を踏まえ、設計変更を行

う旨、入札参加資格者等に通知する。

２ 「影響が軽微」とは、積算条件に係る誤りや設計図書間の不一致等の内容が軽微であり、設計金額のおおむ

ね1割を超えない範囲内で入札参加要件の変更が生じない場合等をいう。

（契約図書の作成）

第５条 設計変更重視型発注方式の対象工事における契約図書は、契約書のほか、設計図書とし、その構成及び特記

仕様書への明示事項は、次のとおりとする。

設計変更重視型発注方式の対象工事の取扱いは以下のとおりとし、予定価格の算出にあたっては、見積用参

考資料で示した数量や積算条件により算出しており（１）－イに示した図書との不一致等の取扱いは、設計変

更協議を行う。

また、見積用参考資料の積算条件の現場との相違については、現地確認の結果等に基づき、設計変更を行う

ものとする。

（１） 設計図書

ア 契約図書として扱うもの

（ア） 仕様書

（イ） 図面

a 位置図

b 設計図（平面図、標準断面図、縦断図）

c 工事数量総括表

（ウ）質問回答書

（エ）見積用参考資料

イ 当初は契約図書として扱わず、設計変更後に契約図書として扱うもの

（ア） 設計図（横断図、仮設構造図、構造詳細図、その他詳細図）

（イ） 参考図

（ウ） 数量算出書

（エ） 設計計算書
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（設計図書の簡素化）

第６条 設計変更重視型発注方式の当初設計図書の作成は、通常の作成方法に加え、別紙３に示した方式を組み合わ

せることで、簡素化を行うことができるものとする。

なお、別紙の簡素化手法を使用していない工事においても、入札公告等に「設計変更重視型発注方式」であ

る旨を明示した場合は、第４条の規定によることができる。

（設計変更の手続き）

第７条 設計変更重視型発注方式における設計変更の手続きは、次のとおりとする。

（１） 設計変更確認会議の開催

ア 契約締結後、現場着手までに（事前準備を除く）、発注者が初回の設計変更確認会議を開催し、工事範囲の

確定や設計図書の照査結果等を確認する。

イ 工期の２分の１経過した時期を目安に発注者が設計変更確認会議を開催し、設計変更内容の過不足、請負代

金額、工期の変更等を確認する。

ウ 上記のほか、受発注者いずれかの要請により、設計変更確認会議を開催することができる。

エ 協議を必要とする項目が少ない場合などは、受発注者協議の上、設計変更確認会議を省略することができる。

オ 当該設計変更に係る設計図書の作成は、発注者が行うものとする。

また、発注者は確定した工事範囲等に基づき再度、工期設定を行い、必要に応じて工期変更を行う。

（２） 簡略数量算出方式の取扱い

簡略数量発注方式を用いて算出した数量については、特記仕様書に該当する工種名を記載する。

また、契約締結後、設計変更確認会議を開催し、設計図面や現地調査等に基づき算出した数量により設計

変更を行う。

（３） 概算単価計上方式の取扱い

概算単価計上方式を用いた単価、歩掛は、特記仕様書に資材名、工種名を明示する。また、契約締結後、「工

事用資材設計単価策定要領」等に基づき作成した単価、歩掛を用いて設計変更を行う。

なお、設計変更の資料作成にあたり、受注者が行う設計図書の照査の範囲を超えるものについては、発注

者が委託業務を活用し行う。

(４） その他

ア 当初設計図書において、簡略数量算出方式を用いた数量の確定や契約図書の修正を行う場合の設計変更は、

「建設工事事務取扱標準様式の設定について」（昭和48年４月２日付け局総第151号）第15号様式その２「契

約書」第18条を適用し、設計変更は「設計変更重視型発注方式による精査のため」とする。

イ 本要領以外の取扱いについては、必要に応じて各建設管理部で別途定めることができるものとする。

（適用年月日）

第８条 本要領は、令和５年５月８日以後に入札公告等を行うものから適用する。

附 則

（対象工事及び適用年月日を変更する場合等の特例）

１ 当面の間、第２条第1項及び第２条第１項第２号に定める対象工事の範囲を変更しようとする場合は、各建設管

理部において以下の措置を検討の上、試行的に実施できるものとする。

（１）入札参加者等との合意形成措置

対象工事に係る関係団体との事前協議、又はアンケート調査等により入札参加者の意見聴取を行うことなどを検討すること。

（２）本実施要領の適用範囲

第４条（質問の取扱い）及び第５条（契約図書の作成）の適用の要否を検討すること。

２ 第８条（適用年月日）については、各建設管理部の判断により、順次対応可能なものから適用できるものとする。
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１２－２ 適切な設計変更の徹底や手続きの迅速化の取組について（令和５年３月１７日建管第１６７２号）

建 管 第 １ ６ ７ ２ 号

令和５年（2023年）３月17日

各総合振興局副局長（建設管理部担当） 様

留萌振興局副局長（建設管理部担当） 様

（地域調整課経由）

建 設 部 長

適切な設計変更の徹底や手続きの迅速化の取組について（通知）

このことについて、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）第７条においては、設計

図書に適切に施工条件等を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場

合などにおいて、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又

は工期等の変更を行うこと等が発注者が果たすべき責務として明記されているところです。

また、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第４版)」（令和４年８月国土交通省）によると、

「追加工事等が発生したが、発注者が書面による契約変更を行わなかった場合」、「追加工事等について、工事に着手

した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合」はいずれも建設業法第１９条第２項に違反するほ

か、必要な増額を行わなかった場合、同法第１９条の３に違反するおそれがあるとされています。

つきましては、発注者と受注者がともに設計変更について十分に理解し、設計変更が適切かつ円滑に実施される事

を目的に、別添のとおり設計変更ガイドラインを改定し、契約図書の一部として取り扱うこととしましたので、関係

職員へ周知するとともに、これにより設計変更事務を適切に行ってください。

また、併せて建設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理について、上限額の変更を試行により実施するほか、設計

変更や契約変更に先立って受注者に指示を行う場合は、指示書に変更に伴う概算額を記載するなどの取り扱いとしま

すが、これまで以上に予算管理を徹底の上、適時、適切な対応をお願いします。

記

１ 適用

令和５年４月１日から適用する。

２ 上限額の変更

(1)現行

現請負代金額の30パーセント以内で、かつ、1,500万円未満(新工種は、750万円未満)。

(2)試行

現請負代金額の30パーセント以内で、かつ、4,000万円未満(新工種は、2,000万円未満)。

工事管理係

技術管理係

積算管理係


